
第 53 回 令和 8 年度ＪＡ共済全道小･中学生 

交通安全ポスターコンクール募集要項 

 

 

趣  旨 

  ＪＡ共済は、組合員・利用者の皆さまが、住み慣れた地域で、健康で安心して暮らせる豊かな

環境づくりに貢献するために、地域の皆さまとの絆を大切にしながら、地域貢献活動に取り組ん

でいます。 その一環としてＪＡ共済の理念である「相互扶助」や思いやりの精神を、未来をに

なう小・中学生にも伝えていくとともに、児童・生徒の図画工作・美術教育の高揚をはかり、交

通安全思想を幅広く社会に訴えることを目的として「交通安全ポスターコンクール」を開催しま

す。 

  

Ⅰ 募集要項 

１．応 募 資 格 

   農業協同組合（以下「ＪＡ」という。）の所在区域内の小学校および中学校（義務教育学校等含

む）、特別支援学校の小学部・中学部（以下小・中学校という。）に在籍する児童・生徒とします。 

 

２．コンクールの主催 

   第 53 回（令和８年度）ＪＡ共済全道小・中学生交通安全ポスターコンクールは、全国共済農業

協同組合連合会北海道本部（以下「ＪＡ共済連北海道」という。）が開催、主催することとします。

作品の募集は、原則としてＪＡの所在区域内における小・中学校を対象に実施することとします。 

 

３．応募手順 

   参加作品の応募先はＪＡ共済連北海道とし、小・中学校からＪＡを経由する学校一括での応募の

他、個人応募も可とします。 

 

４．応募点数 

   応募点数は、１人につき１点とします。 

 

５．締切日 

   応募作品の応募締切日は、令和 8 年 9 月 10 日（木）、ＪＡおよびＪＡ共済連支所必着とします。

また、表彰式は令和 8 年 11 月 14 日（土）を予定しています。 

 

６．審  査 

  審査には、専門家、主催者、後援者があたります。 

 



７．賞 

 ○北海道知事賞（金賞の中の最優秀作品として） 

    小学生低学年、小学生高学年、中学生 ３点    表彰状と記念品と楯 

 

 ○ＪＡ共済連北海道本部長賞（学年ごとの優秀作品として） 

    金  賞   小学生 ６点 中学生 ３点    表彰状と記念品と楯 

    銀  賞     同     上        表彰状と記念品 

    銅  賞     同     上        表彰状と記念品 

    佳  作     若  干  数        表彰状と記念品 

 

   ○優秀学校賞 表彰状と記念品（金賞受賞者の所属する学校に対し） （学校一括応募校対象） 

   ○学校奨励賞 10 点以上の作品応募があった学校に対し記念品を贈呈（学校一括応募校対象） 

          ①10 点以上 99 点以下 ②100 点以上 

   ○参 加 賞 作品応募のあった参加者全員に記念品を贈呈 

 

８．入賞発表及び展示 

  入賞者については、作品、氏名、学校名等を、適当と判断した新聞・雑誌等で発表します。また、

入選作品は展示その他の方法で広く発表するものとします。 

 

９．全国コンクールへの応募 

  (1) 金賞受賞作品は、全国で実施するコンクールに応募します。 

  (2) 全国コンクールでは、専門家等の審査により、各部門別につぎの賞を贈り表彰します。 

    ○ 内閣府特命担当大臣賞  小学生 ２点 中学生 １点 

    ○ 農 林 水 産 大 臣 賞     同     上 

    ○ 警 察 庁 長 官 賞     同     上 

    ○ 文 部 科 学 大 臣 賞     同     上 

    ○ 家の光協会会長賞（ちゃぐりん賞）  小学生 ４点 中学生 ２点 

    ○ 全国共済農業協同組合連合会会長賞  金賞（各学年１点）、銀賞（各学年２点） 

                        銅賞（各学年３点）、佳作（各学年７点） 

    ○ 優 秀 学 校 賞  内閣府特命担当大臣賞、農林水産大臣賞、警察庁長官賞およ 

                  び文部科学大臣賞のいずれかを受賞した者の在籍する学校に 

                  対して授与 

 ○ 学 校 賞  特にポスターコンクールに貢献のあった学校に対して授与 

   ○ 参 加 賞  全国コンクール参加者全員に記念品を贈呈 



 

10．著作権等の扱いについて 

   応募作品の著作権および、作品の二次使用等にかかる一切の権限（著作者人格権を侵害しない程

度の加工を含む）は、応募のときから期間の制限なく全国共済農業協同組合連合会に帰属するもの

とします。なお、作品を使用する場合、標語・色等を補作することがあります。 

 

11．個人情報について 

   応募者氏名、学校名等については、応募者名簿を作成する等のコンクール業務に必要な範囲での

み利用します。また、入賞者については、上記 8 のとおりとしますのでご了承ください。 

 

12．そ の 他 

  応募作品の返却はいたしかねます。 



Ⅱ 課題等 

１．課 題 

  交通安全を訴えるためのポスターとします。 

 (1) 子供向けまたは歩行者向けの交通安全ポスター（児童・生徒に交通法規や規則を守らせよ

うとするもの。） 

 (2) 運転者向けの交通安全ポスター（自動車〔農耕作業用自動車を含む〕・バイク・自転車など

を運転する人に交通事故の防止を呼びかけるもの。 ） 

 

２．作品応募規格 

   (1) 応募作品 

① 本人の作品であり、かつ他のコンクール等に応募していないもので、模作（既存の作品や

インターネット上の画像のまねをして作ったもの）でないものに限ります。  

※ 模作であることが判明した場合、受賞を取り消すことがあります。 

② 交通法規や規則に反しないものとします。 

 

    例えば ア、車は左側、歩行者は右側通行とするなど、交通ルールに合ったものとする。 

 

                                赤 

        イ、信号機の色は、歩道の側から 青・黄・赤 、 黄  と正しく配列し、 

                                青 

          歩行者・自転車専用については、    と正しく配列する。 

  

        ウ、単に手をあげているだけでは、交通安全上問題があるので、まず 

          『右左をみて』など安全確認を優先させる。 

        エ、車の運転者および同乗者は、シートベルトを正しく着用している。 

        オ、６才未満の乳・幼児についてはチャイルドシートを正しく使用している。 

         ※シートベルト・チャイルドシートは記入漏れが多いのでご注意ください。 

        カ、自転車に乗っている場合はヘルメットを正しく着用している。 

 

    ③ 応募作品は、固有の名称が記入されていないものとします。（名称が特定できるマークを

含みます。） 

 

    例えば  車 両 → メーカー名（メーカーが特定されるマークを含む）、 

車名、ナンバープレート、営業者番号等 

         その他 → 人物の衣服・持ち物のメーカー名、商標等 

               風景の中の商店・ビルの名前の看板等 

 

赤
・
黄
・
青 

赤
・
青 



     ④ 応募作品の標語および言葉の使用については、特に制限をもうけません。 

また、標語を使用する場合には、既製、創作を問いません。      

 ただし、固有の名称（商品名等）は使用しないでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (2) 作品の規格・材質 

     ① サイズ：四つ切サイズの画用紙（約 54cm×約 39 cm）※材質は問いません 

     ② 画 材：描画材料は特に制限をもうけません。 

 

 (3) 氏名・学年の記入方法 

作品の裏面へ学年・氏名を記入してください。 

 

 (4) 名札のはりつけ・記入方法 

     次の例に示す通り、タテ８cm×ヨコ 12 cm 程度の用紙に県名、学校名、学年、氏名、所属

ＪＡ名を明記し、応募作品ごとに裏面左下に必ずはりつけてください。 

     ※入選作品は、発表されるため、漢字氏名・フリガナを正しくご記入願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5) 郵送等の注意 

 応募作品の提出、郵送等につきまして、作品に折り目をつけたり破損させたりしないように 

    特に注意してください。もし、作品が破損し、審査にたえない場合および名札のないものは、 

    審査の対象としません。 

 

県   名 北  海  道 

応 募 区 分  
どちらかに○をつけて下さい 

・学校応募    ・個人応募 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

ＪＡ名 農業協同組合 

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

学 校 名 
            市・町・村立   

              学 校 

学   年  

ﾌ ﾘ ｶﾞ ﾅ  

漢字氏名     

 

 

 

 

 

 

8 cm 

 

              12 cm 

(注 1) 交通安全ポスターコンクールでは例年交通法規に反しているものや標識の書き間違い、

固有の商品名・商標等を使用しているため審査の対象外になるケースが多く見られます。 

また、模作であることが判明した場合、受賞を取り消すこともあります。 

 (注 2) 農耕作業用自動車を描く場合は、公道での交通事故の防止を呼びかけるものが対象とな

ります。 



３．応募・締切期日 

  (1) 応募点数は１人につき１点とします。なお、合作は認めません。 

  (2) 応募先は、小・中学校の区域にあるＪＡ（ＪＡの共済担当者に提出）とし、「応募表」と 

    あわせて提出願います。 

    ※応募表は、別紙１：学校一括応募用と別紙２：個人応募用がありますので注意願います 

    ※令和 8 年 6 月下旬以降、募集要項および応募用ツール（名簿管理、応募表を作成出来る 

    Ｅｘｃｅｌ）、令和 7 年度作品集は、交通安全ポスターコンクールホームページ 

（https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/）よりダウンロードできます。 

    ※お近くのＪＡは右記アドレス（https://org.ja-grpup.jp/find/）から確認ください。 

※応募先ＪＡが不明の場合は、下記区域のＪＡ共済連支所とします。 

 

   石狩・後志地区 060-0004 札幌市中央区北 4 条西 1 丁目 1  ＪＡ共済連札幌支所 ☎011-232-6391 

   空 知 地 区 068-0025 岩見沢市 5 条西 5 丁目 2 番地 1  ＪＡ共済連岩見沢支所 ☎0126-22-0688 

   上川・宗谷・留萌地区 

           070-0030 旭川市宮下通り 4 丁目 2 番 5 号  ＪＡ共済連旭川支所 ☎0166-24-2225 

   渡島・檜山地区 041-0812 函館市昭和 3 丁目 28 番 21 号   ＪＡ共済連札幌支所 

                                      函館駐在 ☎0138-43-4951 

   日高・胆振地区 053-0021 苫小牧市若草町 5 丁目 5 番 3 号  ＪＡ共済連札幌支所 

                                     苫小牧駐在  ☎0144-32-9161 

   十 勝 地 区 080-0022 帯広市西 12 条南 6 丁目 3 番地 1  ＪＡ共済連帯広支所☎0155-66-8200 

   釧路・根室地区 085-0018 釧路市黒金町 12 丁目 10 番地   ＪＡ共済連釧路支所 ☎0154-22-1802 

   オホーツク地区 090-0833 北見市とん田東町 617 番地    ＪＡ共済連北見支所 ☎0157-23-4437 

 

 (3) 締切日 令和 8 年 9 月 10 日（木） （ＪＡおよびＪＡ共済連支所必着） 

https://social.ja-kyosai.or.jp/contest/
https://org.ja-grpup.jp/find/


Ⅲ 主催、後援団体 

 主 催  農業協同組合（ＪＡ） 

全国共済農業協同組合北海道本部（ＪＡ共済連北海道） 

  

 後 援  北海道 

北海道教育委員会 

札幌市教育委員会 

北海道警察 

一般財団法人北海道交通安全協会 

   公益社団法人北海道交通安全推進委員会 

北海道農業協同組合中央会 

一般社団法人家の光協会 

  日本農業新聞北海道支所 

北海道新聞社 

ＨＢＣ北海道放送 

ＳＴＶ札幌テレビ放送 

 

以上 

 

付 則 

 当コンクールは、令和 8 年 6 月より実施します。 

 




